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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社には関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．第55期第３四半期累計期間および第54期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．第54期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第54期

第３四半期
累計期間

第55期
第３四半期
累計期間

第54期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 2,262,826 2,226,718 3,106,501

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
△28,226 59,974 101,305

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
△36,317 55,728 95,228

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 376,800 376,800 376,800

発行済株式総数（千株） 6,000 6,000 6,000

純資産額（千円） 1,068,337 1,237,320 1,196,253

総資産額（千円） 2,776,265 3,041,107 3,070,994

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△6.05 9.29 15.87

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 1.50 1.50 3

自己資本比率（％） 38.5 40.7 39.0

回次
第54期

第３四半期
会計期間

第55期
第３四半期
会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

△7.70 1.46
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当第３四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。

２【事業の内容】
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当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出環境の改善や金融・財政政策をはじめとした一連のアベノミ

クス効果を背景に全体として穏やかな景気回復の兆しが徐々に窺える状況となっております。一方で、円安進行に

よる原材料価格の上昇や消費税増税に伴う消費マインド減退など懸念材料もあり、依然として先行き不透明感を払

拭しきれない状況で推移いたしております。

このような状況下におきまして、当社は、ラベルの競争力強化、記録紙・検針紙事業におけるシェア拡大と収益

力強化による売上・利益の確保、新規事業領域への参入による売上拡大、業務プロセス改革による経営体質の強化

等に鋭意取り組んでおります。 

この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は2,226百万円（前年同四半期比1.6％減）、営業利益は54百

万円（前年同四半期は32百万円の損失）、経常利益は59百万円（前年同四半期は28百万円の損失）、四半期純利益

は55百万円（前年同四半期は36百万円の損失）となりました。 

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（3）研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、36百万円であります。

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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①【株式の総数】

②【発行済株式】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（千株）

普通株式 20,000

計 20,000

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（千株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（千株）
（平成26年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,000 6,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 6,000 6,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年10月１日～

平成25年12月31日
－ 6,000 － 376,800 － 195,260

（６）【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

（注）「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

なお、単元未満株式に自己株式60株が含まれております。

②【自己株式等】

該当事項はありません。

（７）【議決権の状況】

平成25年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,999,500 59,995 －

単元未満株式 普通株式 500 － －

発行済株式総数 6,000,000 － －

総株主の議決権 － 59,995 －

平成25年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

２【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成25年10月１日から平成

25年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表について新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

第４【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 364,298 477,594

受取手形及び売掛金 ※  674,800 ※  519,612

商品及び製品 67,089 66,236

仕掛品 5,043 8,986

原材料 101,798 119,008

その他 144,234 75,761

貸倒引当金 △546 △443

流動資産合計 1,356,718 1,266,756

固定資産

有形固定資産

建物 1,573,326 1,578,352

減価償却累計額 △1,075,828 △1,095,541

建物（純額） 497,498 482,811

構築物 115,188 115,188

減価償却累計額 △89,058 △89,882

構築物（純額） 26,129 25,305

機械及び装置 1,906,366 1,875,373

減価償却累計額 △1,688,538 △1,632,959

機械及び装置（純額） 217,828 242,414

車両運搬具 4,115 4,115

減価償却累計額 △4,106 △4,109

車両運搬具（純額） 9 5

工具、器具及び備品 323,177 324,198

減価償却累計額 △295,877 △298,300

工具、器具及び備品（純額） 27,299 25,898

土地 881,366 881,366

建設仮勘定 － 40,620

有形固定資産合計 1,650,131 1,698,422

無形固定資産

ソフトウエア 17,354 13,207

その他 17,931 30,504

無形固定資産合計 35,286 43,712

投資その他の資産

投資有価証券 18,970 22,008

その他 12,654 12,994

貸倒引当金 △2,766 △2,787

投資その他の資産合計 28,858 32,215

固定資産合計 1,714,275 1,774,351

資産合計 3,070,994 3,041,107
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※  793,964 ※  662,270

未払法人税等 12,079 5,053

賞与引当金 11,048 －

役員賞与引当金 － 4,353

その他 ※  143,516 ※  222,302

流動負債合計 960,608 893,979

固定負債

繰延税金負債 266,824 265,173

退職給付引当金 610,215 605,315

役員退職慰労引当金 11,492 13,705

資産除去債務 1,748 1,762

その他 23,851 23,851

固定負債合計 914,132 909,807

負債合計 1,874,741 1,803,787

純資産の部

株主資本

資本金 376,800 376,800

資本剰余金 195,260 195,260

利益剰余金 625,838 663,567

自己株式 △29 △29

株主資本合計 1,197,869 1,235,597

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,616 1,722

評価・換算差額等合計 △1,616 1,722

純資産合計 1,196,253 1,237,320

負債純資産合計 3,070,994 3,041,107
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 2,262,826 2,226,718

売上原価 1,678,136 1,577,689

売上総利益 584,690 649,029

販売費及び一般管理費 617,500 594,814

営業利益又は営業損失（△） △32,810 54,214

営業外収益

受取利息 2 8

受取配当金 436 453

受取手数料 870 859

為替差益 1,635 4,509

保険解約返戻金 1,517 －

その他 311 164

営業外収益合計 4,773 5,995

営業外費用

その他 189 236

営業外費用合計 189 236

経常利益又は経常損失（△） △28,226 59,974

特別損失

固定資産処分損 406 3,313

投資有価証券評価損 7,811 －

特別損失合計 8,217 3,313

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △36,444 56,660

法人税、住民税及び事業税 1,400 2,266

法人税等調整額 △1,527 △1,335

法人税等合計 △126 931

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36,317 55,728
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従来、当社は有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備は除く）は定額法）を採用しておりましたが、第１四半期会計期間より、定額法へ変更しており

ます。

当社は、当事業年度を初年度とする「国際チャート2013年中期経営計画」を策定し、事業体制の見直しを実施

しております。この結果、大口入札案件等の検針票から将来にわたり安定的に受注が見込まれるラベル製品に

徐々に移行し、新規設備投資及び製造設備の汎用化により生産性の平準化と安定稼動を見込んでおります。これ

を契機に有形固定資産の減価償却方法を見直しした結果、今後は、設備の安定的な稼動が見込まれることから使

用期間にわたって費用を均等配分する定額法に変更することがより適切に事業実態を反映するものと判断いたし

ました。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の減価償却費が25,368千円減少し、営業利益、経常

利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ24,962千円増加しております。

※ 四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残

高に含まれております。

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

【注記事項】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度
（平成25年３月31日）

当第３四半期会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形 千円4,564 千円8,232

支払手形 48,057 57,407

その他（設備関係支払手形） 689 11,575

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

減価償却費 千円91,498 千円58,467

のれんの償却額 － －
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Ⅰ 前第３四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日）

配当金支払額

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）

配当金支払額

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注） 当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。なお、前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株

当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

該当事項はありません。

（株主資本等関係）

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年４月27日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

平成24年10月31日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成24年９月30日 平成24年12月３日 利益剰余金

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月26日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

平成25年10月28日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成25年９月30日 平成25年12月２日 利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

前第３四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
円 銭△6 5 円 銭9 29

（算定上の基礎）

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△36,317 55,728

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△36,317 55,728

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,999 5,999

（重要な後発事象）
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平成25年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………8,999千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………１円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年12月２日

（注） 平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

２【その他】
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該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている国際チャート

株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第５５期事業年度の第３四半期会計期間（平成２５年

１０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年１２月３１

日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行

った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、国際チャート株式会社の平成２５年１２月３１日現在の財政状態及び同日をも

って終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成２６年２月１３日

国際チャート株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 上 原 仁 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 南 山 智 昭 印

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。




